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国立大学法人岡山大学における研究インテグリティ及び研究セキュリティ 

の確保に関する規程 

  
                               令和５年７月３日 
                               岡大規程第７７号 

改正 令和６年３月２９日規程第５７号 

 令和８年３月３０日規程第３７号 

 

 （目的） 

第１条 この規程は、国立大学法人岡山大学（以下「本学」という。）における研究インテ

グリティ及び研究セキュリティを確保するために必要な事項等を定め、もって国際的に

公正性・健全性等を確保し、信頼ある研究環境を構築することを目的とする。 

 

 （定義） 

第２条 この規程において使用する用語の定義は、次のとおりとする。 

一 「研究インテグリティ」とは、研究の国際化やオープン化に伴う新たなリスク（外国・

地域からの不当な影響による利益・責務相反や技術流出等）に対して新たに確保が求め

られる、研究の健全性・公正性及び透明性を保つために、本学や教職員等に遵守するこ

とが求められる認識や行動をいい、全ての研究活動を対象とする。 
二 「研究セキュリティ」とは、国家及び経済の安全を脅かすリスク（研究開発成果等の

不当利用、重要技術の流出、研究インテグリティの毀損等）から研究活動を守るため、

本学や教職員等に求める認識や行動をいい、国や本学において守るべきと判断した研

究活動を対象とする。 
三 「リスクマネジメント」とは、 研究セキュリティを確保するため、組織として、重

要技術が流出する等のリスクを確認・評価し、必要に応じて、事案発生時における損失・

毀損等を抑制するために必要なリスク軽減措置をあらかじめ実施することをいう。 
四 「デュー・ディリジェンス」とは、研究活動の実施に際して、研究に参画する研究機 
関や研究者等の適切性を確認するプロセスのことをいう。 

五 「教職員等」とは、教員、学生等本学において研究活動を行う全ての者のほか、研究

支援等に関わる職員を含むものをいう。 

 

 （学長の責務） 

第３条 学長は、研究インテグリティ及び研究セキュリティを確保するための体制を整備

し、その適切な運用を行うものとする。 
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 （教職員等の責務） 

第４条 教職員等は、自らの研究活動等の透明性を確保し、説明責任を果たすため、必要な

情報について所属機関等に開示を行うものとする。 

２ 教職員等は、研究セキュリティの確保のため必要な場合は、所属機関等の調査・確認に

協力し、自身の研究活動に関する情報を所属機関等に申告しなければならない。 
３ 教職員等は、本学等が実施研究インテグリティ及び研究セキュリティの確保に関する

教育研修を受けるものする。 
 

 （研究インテグリティ・マネジメント統括責任者） 

第５条 本学に、研究インテグリティ及び研究セキュリティの確保に係るマネジメント（以

下「研究インテグリティ・マネジメント」という。）に関する業務を統括させるため、研

究インテグリティ・マネジメント統括責任者を置く。 

２ 研究インテグリティ・マネジメント統括責任者は、学長が指名する者をもって充てる。 

 

 （研究インテグリティ・マネジメント委員会） 

第６条 本学に、研究インテグリティ・マネジメント委員会（以下「委員会」という。）を

置く。 

 

 （所掌事項) 

第７条 委員会は、次に掲げる事項を所掌する。 

一 研究インテグリティ・マネジメントに係る規程等の制定及び改廃に関すること。 

二 研究インテグリティ及び研究セキュリティの確保に係る要請等に関すること。 

三 研究インテグリティ・マネジメントのための調査に関すること。 

四 研究インテグリティ及び研究セキュリティの確保に係る教育研修の実施に関するこ

と。 

五 リスクマネジメント及びデュー・ディリジェンスの実施に関すること。 
六 その他本学の研究インテグリティ・マネジメントに関する重要事項 

 

 （組織） 

第８条 委員会は、次の委員をもって組織する。 

一 研究インテグリティ・マネジメント統括責任者 

二 学長が指名する理事、副理事又は副学長（前号に掲げる者を除く。） 若干名 

三 その他委員会が必要と認めた者 若干名 

 

 （委員長及び副委員長） 

第９条 委員会に委員長及び副委員長を置き、委員長は前条第１号の委員をもって、副委員
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長は委員長が指名する委員をもって充てる。 

２ 委員長は、委員会の会議を主催し、その議長となる。 

３ 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるときは、その職務を代理する。 

 

 （任期） 

第１０条 第８条第３号に掲げる委員の任期は、２年とし、再任を妨げない。ただし、補欠

の委員の任期は、前任者の残任期間とする。 

 

 （構成員以外の者の出席） 

第１１条 委員会は、必要があると認めるときは、構成員以外の者を委員会に出席させて説

明又は意見を聴くことができる。 

 

 （研究インテグリティ・マネジメント専門部会） 

第１２条 委員会に、研究インテグリティ及び研究セキュリティの確保に係る専門的な事

項を検討させるため、研究インテグリティ・マネジメント専門部会（以下「部会」という。）

を置く。 

２ 部会は、次の委員をもって組織する。 

一 学長が指名する副理事 １名 

 二 総務部長、研究・イノベーション共創管理統括部長及び企画部長 

 三 総務部人事課長、研究・イノベーション共創管理統括部研究協力課長、研究・イノベ

ーション共創管理統括部産学連携課長及び企画部国際企画課長 

 四 その他部会が必要と認めた者 若干名 

３ 部会に部会長を置き、前項第１号に掲げる委員をもって充てる。 

４ 部会長は、部会の会議を主催し、その議長となる。 

５ 部会長に事故があるときは、部会長があらかじめ指名する委員がその職務を代理する。 

６ 第２項第４号に掲げる委員の任期は２年とし、再任を妨げない。ただし、補欠の委員の

任期は、前任者の残任期間とする。 

 

 （研究セキュリティ専門チーム） 

第１２条の２ 部会に、研究セキュリティの確保のためのデュー・ディリジェンスを実施さ

せるため、研究セキュリティ専門チーム（以下「専門チーム」という。）を置く。 

２ 専門チームは、当分の間、岡山大学安全保障輸出管理規程（平成２２年岡大規程第

３２号）第７条に規定する輸出管理責任者の下に編成された安全保障輸出管理本部チ

ームをもって充てるものとする。 
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 （事務） 

第１３条 委員会に関する事務は、関係部局の協力を得て、研究・イノベーション共創管理

統括部において処理する。 

 

 （相談窓口） 

第１４条 本学に、研究インテグリティ及び研究セキュリティの確保に関する相談等に対

応させるため、相談窓口を研究・イノベーション共創機構価値創造統合リスクマネジメン

ト本部に置く。 

２ 相談窓口の名称は、「研究インテグリティ相談窓口」とする。 

 

 （雑則） 

第１５条 この規程に定めるもののほか、研究インテグリティ・マネジメントに関し必要な

事項は、別に定める。 

 

 

   附 則 

１ この規程は、令和５年７月３日から施行する。 

２ 第８条第１項第３号及び第１２条第２項第４号に規定する委員について、この規程の 

施行後最初に委嘱される委員の任期は、第１０条及び第１２条第６項の規定にかかわら 

ず、令和７年３月３１日までとする。 

  附 則 

この規程は、令和６年４月１日から施行する。 

  附 則 

この規程は、令和８年４月１日から施行する。 

 


